
 
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律 

 

関係資料 

 
 
資料８－１：労働施策総合推進法の改正の概要 

資料８－２：雇用保険法等の一部を改正する法律 新旧対照条文（労働

施策総合推進法部分抜粋） 

資料８－３：雇用保険法等の一部を改正する法律 衆議院附帯決議（抄） 

資料８－４：雇用保険法等の一部を改正する法律 参議院附帯決議（抄） 

資料８－５：職業安定分科会雇用対策基本問題部会建議（抄）（令和元

年 12 月 25 日） 

  

資料８ 



改正の趣旨

○ 人生100年時代において職業生活の長期化が見込まれる中、労働者の主体的なキャリア形成による職業生活の更なる
充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備をさらに推進していくことが必要である。

○ このため、中途採用に関する情報の公表を求めることにより、企業が長期的な安定雇用の機会を中途採用者にも提供
している状況を明らかにし、中途採用を希望する労働者と企業のマッチングを促進していく。

改正の内容（令和３年４月１日施行）

○ 大企業（労働者数301人以上）に対し、正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合
の定期的な公表を義務付ける。

※経年的に企業における中途採用実績の変化を把握するため、直近３事業年度の割合を公表（省令事項）。

※企業のホームページ等の利用などにより、求職者が容易に閲覧できる方法により公表（省令事項）。
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■参考２：新卒・中途採用者の比率（2017年度）

（％）

（従業員数）

新卒採用
比率

中途採用
比率

■参考１：成長戦略実行計画（令和元年６月21日閣議決定）（抄）

第３章 全世代型社会保障への改革
２．中途採用・経験者採用の促進
（２）対応の方向性

人生100年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を
十分に発揮できるよう、雇用制度改革を進めることが必要である。
特に大企業に伝統的に残る新卒一括採用中心の採用制度の見直し
を図ると同時に、通年採用による中途採用・経験者採用の拡大を
図る必要がある。
このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の

見直しに取り組む必要がある。政府としては、個々の大企業に対
し、中途採用・経験者採用比率の情報公開を求めるといった対応
を図る。

中途採用に関する情報公表について（労働施策総合推進法関係）

資料出所：全世代型社会保障検討会議（第４回）の基礎資料より引用。
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雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
四
号
）

新
旧
対
照
条
文
（
抄
）

○

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
）

第
二
章

基
本
方
針
（
第
十
条
―
第
十
条
の
三
）

第
二
章

基
本
方
針
（
第
十
条
―
第
十
条
の
三
）

第
三
章

求
職
者
及
び
求
人
者
に
対
す
る
指
導
等
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）

第
三
章

求
職
者
及
び
求
人
者
に
対
す
る
指
導
等
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）

第
四
章

職
業
訓
練
等
の
充
実
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

第
四
章

職
業
訓
練
等
の
充
実
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

第
五
章

職
業
転
換
給
付
金
（
第
十
八
条
―
第
二
十
三
条
）

第
五
章

職
業
転
換
給
付
金
（
第
十
八
条
―
第
二
十
三
条
）

第
六
章

事
業
主
に
よ
る
再
就
職
の
援
助
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
等
（
第
二
十

第
六
章

事
業
主
に
よ
る
再
就
職
の
援
助
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
等
（
第
二
十

四
条
―
第
二
十
七
条
）

四
条
―
第
二
十
七
条
）

第
七
章

中
途
採
用
に
関
す
る
情
報
の
公
表
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
等
（
第
二

十
七
条
の
二
）

第
八
章

外
国
人
の
雇
用
管
理
の
改
善
、
再
就
職
の
促
進
等
の
措
置
（
第
二
十
八

第
七
章

外
国
人
の
雇
用
管
理
の
改
善
、
再
就
職
の
促
進
等
の
措
置
（
第
二
十
八

条
―
第
三
十
条
）

条
―
第
三
十
条
）

第
九
章

職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る
問
題

第
八
章

職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る
問
題

に
関
し
て
事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
三
十
条
の
二
―
第
三
十
条

に
関
し
て
事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
等
（
第
三
十
条
の
二
―
第
三
十
条

の
八
）

の
八
）

第
十
章

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
等
（
第
三
十
一
条
・
第
三
十
二
条
）

第
九
章

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
等
（
第
三
十
一
条
・
第
三
十
二
条
）

第
十
一
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
―
第
四
十
一
条
）

第
十
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
―
第
四
十
一
条
）
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附
則

附
則

（
国
の
施
策
）

（
国
の
施
策
）

第
四
条

国
は
、
第
一
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
前
条
に
規
定
す
る
基

第
四
条

国
は
、
第
一
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
前
条
に
規
定
す
る
基

本
的
理
念
に
従
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
取
り
組
ま
な
け

本
的
理
念
に
従
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

労
働
者
の
職
業
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
雇
用
管
理
若
し
く
は
採
用
の
状
況
そ

（
新
設
）

の
他
の
職
場
に
関
す
る
事
項
又
は
職
業
に
関
す
る
事
項
の
情
報
の
提
供
の
た
め

に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

七

女
性
の
職
業
及
び
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
う
者
の
職
業
の
安
定
を

六

女
性
の
職
業
及
び
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
う
者
の
職
業
の
安
定
を

図
る
た
め
、
雇
用
の
継
続
、
円
滑
な
再
就
職
の
促
進
、
母
子
家
庭
の
母
及
び
父

図
る
た
め
、
雇
用
の
継
続
、
円
滑
な
再
就
職
の
促
進
、
母
子
家
庭
の
母
及
び
父

子
家
庭
の
父
並
び
に
寡
婦
の
雇
用
の
促
進
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
就
業
を
促

子
家
庭
の
父
並
び
に
寡
婦
の
雇
用
の
促
進
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者
の
就
業
を
促

進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

八

青
少
年
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
職
業
に
つ
い
て
の
青
少
年
の
関
心
と

七

青
少
年
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
職
業
に
つ
い
て
の
青
少
年
の
関
心
と

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
、
実
践
的
な
職
業
能
力

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
、
実
践
的
な
職
業
能
力

の
開
発
及
び
向
上
の
促
進
そ
の
他
の
青
少
年
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要

の
開
発
及
び
向
上
の
促
進
そ
の
他
の
青
少
年
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要

な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

九

高
年
齢
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
等
の
円

八

高
年
齢
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
定
年
の
引
上
げ
、
継
続
雇
用
制
度

滑
な
実
施
の
促
進
、
再
就
職
の
促
進
、
多
様
な
就
業
機
会
の
確
保
そ
の
他
の
高

の
導
入
等
の
円
滑
な
実
施
の
促
進
、
再
就
職
の
促
進
、
多
様
な
就
業
機
会
の
確

年
齢
者
が
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
就
業
す

保
そ
の
他
の
高
年
齢
者
が
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

応
じ
て
就
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す

る
こ
と
。
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十

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
治
療
を
受
け
る
者
の
職
業
の
安
定
を
図

九

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
治
療
を
受
け
る
者
の
職
業
の
安
定
を
図

る
た
め
、
雇
用
の
継
続
、
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
労
働
者
の
円
滑
な
再
就
職

る
た
め
、
雇
用
の
継
続
、
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
労
働
者
の
円
滑
な
再
就
職

の
促
進
そ
の
他
の
治
療
の
状
況
に
応
じ
た
就
業
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施

の
促
進
そ
の
他
の
治
療
の
状
況
に
応
じ
た
就
業
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施

策
を
充
実
す
る
こ
と
。

策
を
充
実
す
る
こ
と
。

十
一

障
害
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
雇
用
の
促
進
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ

十

障
害
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
雇
用
の
促
進
、
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

ー
シ
ョ
ン
の
推
進
そ
の
他
の
障
害
者
が
そ
の
職
業
生
活
に
お
い
て
自
立
す
る
こ

シ
ョ
ン
の
推
進
そ
の
他
の
障
害
者
が
そ
の
職
業
生
活
に
お
い
て
自
立
す
る
こ
と

と
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

十
二

不
安
定
な
雇
用
状
態
の
是
正
を
図
る
た
め
、
雇
用
形
態
及
び
就
業
形
態
の

十
一

不
安
定
な
雇
用
状
態
の
是
正
を
図
る
た
め
、
雇
用
形
態
及
び
就
業
形
態
の

改
善
等
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

改
善
等
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

十
三

高
度
の
専
門
的
な
知
識
又
は
技
術
を
有
す
る
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を
有

十
二

高
度
の
専
門
的
な
知
識
又
は
技
術
を
有
す
る
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を
有

し
な
い
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
我
が
国
に
お
け
る
就

し
な
い
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
我
が
国
に
お
け
る
就

業
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
在
留
す
る

業
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
在
留
す
る

外
国
人
に
つ
い
て
、
適
切
な
雇
用
機
会
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

外
国
人
に
つ
い
て
、
適
切
な
雇
用
機
会
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

、
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
及
び
離
職
し
た
場
合
の
再
就
職
の
促
進
を
図
る
た

、
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
及
び
離
職
し
た
場
合
の
再
就
職
の
促
進
を
図
る
た

め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

十
四

地
域
的
な
雇
用
構
造
の
改
善
を
図
る
た
め
、
雇
用
機
会
が
不
足
し
て
い
る

十
三

地
域
的
な
雇
用
構
造
の
改
善
を
図
る
た
め
、
雇
用
機
会
が
不
足
し
て
い
る

地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る

地
域
に
お
け
る
労
働
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る

こ
と
。

こ
と
。

十
五

職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
就
業
環
境
を
害
す
る
言
動
に
起
因
す
る
問
題
の

十
四

職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
就
業
環
境
を
害
す
る
言
動
に
起
因
す
る
問
題
の

解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

十
六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
の
安
定
、
産
業
の
必
要
と
す
る
労

十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
の
安
定
、
産
業
の
必
要
と
す
る
労

働
力
の
確
保
等
に
資
す
る
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
そ
の
他
労
働
者
が
そ
の
有

働
力
の
確
保
等
に
資
す
る
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
そ
の
他
労
働
者
が
そ
の
有

す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施

す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
施
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策
を
充
実
す
る
こ
と
。

策
を
充
実
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
は
、
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
施
策
の
充
実
に
取
り
組
む
に
際
し
て
は

３

国
は
、
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
施
策
の
充
実
に
取
り
組
む
に
際
し
て
は

、
外
国
人
の
入
国
及
び
在
留
の
管
理
に
関
す
る
施
策
と
相
ま
つ
て
、
外
国
人
の
不

、
外
国
人
の
入
国
及
び
在
留
の
管
理
に
関
す
る
施
策
と
相
ま
つ
て
、
外
国
人
の
不

法
就
労
活
動
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十

法
就
労
活
動
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十

九
号
）
第
二
十
四
条
第
三
号
の
四
イ
に
規
定
す
る
不
法
就
労
活
動
を
い
う
。
）
を

九
号
）
第
二
十
四
条
第
三
号
の
四
イ
に
規
定
す
る
不
法
就
労
活
動
を
い
う
。
）
を

防
止
し
、
労
働
力
の
不
適
正
な
供
給
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

防
止
し
、
労
働
力
の
不
適
正
な
供
給
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

労
働
市
場
を
通
じ
た
需
給
調
整
の
機
能
が
適
切
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ

労
働
市
場
を
通
じ
た
需
給
調
整
の
機
能
が
適
切
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
大
量
の
雇
用
変
動
の
届
出
等
）

（
大
量
の
雇
用
変
動
の
届
出
等
）

第
二
十
七
条

事
業
主
は
、
そ
の
事
業
所
に
お
け
る
雇
用
量
の
変
動
（
事
業
規
模
の

第
二
十
七
条

事
業
主
は
、
そ
の
事
業
所
に
お
け
る
雇
用
量
の
変
動
（
事
業
規
模
の

縮
小
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
一
定
期
間
内
に
相
当
数
の
離
職
者
が
発
生
す
る
こ
と

縮
小
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
一
定
期
間
内
に
相
当
数
の
離
職
者
が
発
生
す
る
こ
と

を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
（
以

を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
量
雇
用
変
動
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
量

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
量
雇
用
変
動
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
量

雇
用
変
動
の
前
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
離
職
者
の

雇
用
変
動
の
前
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
離
職
者
の

数
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

数
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
係
る
大
量
雇
用
変
動
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は

２

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
係
る
大
量
雇
用
変
動
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
（

、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
（

委
任
を
受
け
て
任
命
権
を
行
う
者
を
含
む
。
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

委
任
を
受
け
て
任
命
権
を
行
う
者
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

。
）
は
、
当
該
大
量
雇
用
変
動
の
前
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生

、
当
該
大
量
雇
用
変
動
の
前
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大

労
働
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



- 5 -

３

（
略
）

３

（
略
）

第
七
章

中
途
採
用
に
関
す
る
情
報
の
公
表
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
等

（
新
設
）

第
二
十
七
条
の
二

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
を
超
え
る
事
業
主
は
、

（
新
設
）

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
者
の
職
業
選
択
に
資
す
る
よ
う

、
雇
い
入
れ
た
通
常
の
労
働
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
の
数
に
占
め
る
中
途
採
用
（
新
規
学
卒
等
採
用
者
（
学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
小
学
校
及
び
幼
稚

園
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
学
生
又
は
生
徒
で
あ
つ

て
卒
業
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
る

こ
と
を
条
件
と
し
た
求
人
に
よ
り
雇
い
入
れ
ら
れ
た
者
を
い
う
。
）
以
外
の
雇
入

れ
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
雇
い
入
れ
ら
れ
た
者
の
数
の
割
合

を
定
期
的
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
は
、
事
業
主
に
よ
る
前
項
に
規
定
す
る
割
合
そ
の
他
の
中
途
採
用
に
関
す
る

情
報
の
自
主
的
な
公
表
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る

。

第
八
章

外
国
人
の
雇
用
管
理
の
改
善
、
再
就
職
の
促
進
等
の
措
置

第
七
章

外
国
人
の
雇
用
管
理
の
改
善
、
再
就
職
の
促
進
等
の
措
置

第
九
章

職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る

第
八
章

職
場
に
お
け
る
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
に
起
因
す
る

問
題
に
関
し
て
事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
等

問
題
に
関
し
て
事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
等
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第
十
章

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
等

第
九
章

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
等

第
十
一
章

雑
則

第
十
章

雑
則

（
船
員
に
関
す
る
特
例
）

（
船
員
に
関
す
る
特
例
）

第
三
十
八
条

こ
の
法
律
（
第
一
条
、
第
四
条
第
一
項
第
十
五
号
及
び
第
二
項
、
第

第
三
十
八
条

こ
の
法
律
（
第
一
条
、
第
四
条
第
一
項
第
十
四
号
及
び
第
二
項
、
第

九
章
（
第
三
十
条
の
七
及
び
第
三
十
条
の
八
を
除
く
。
）
、
第
三
十
三
条
、
第
三

八
章
（
第
三
十
条
の
七
及
び
第
三
十
条
の
八
を
除
く
。
）
、
第
三
十
三
条
、
第
三

十
六
条
第
一
項
、
前
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
一
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
船

十
六
条
第
一
項
、
前
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
一
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
船

員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
船
員
（
次
項
に
お
い
て
「
船
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

る
船
員
（
次
項
に
お
い
て
「
船
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
三
十
八
条
の
二

第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
六
章
（
第
二
十
七
条
を
除
く
。

第
三
十
八
条
の
二

第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
六
章
（
第
二
十
七
条
を
除
く
。

）
、
第
七
章
、
第
三
十
条
の
四
か
ら
第
三
十
条
の
八
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
一
項

）
、
第
三
十
条
の
四
か
ら
第
三
十
条
の
八
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
第
八
章

（
第
九
章
の
規
定
の
施
行
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三

の
規
定
の
施
行
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
六
条
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
、
第
三
十
条

一
項
の
規
定
は
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
、
第
三
十
条
の
二
及
び

の
二
及
び
第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
一
般
職
の
国
家
公
務
員
（
行
政
執
行
法
人
の

第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
一
般
職
の
国
家
公
務
員
（
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係

労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
の
職

二
号
の
職
員
を
除
く
。
）
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

員
を
除
く
。
）
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十

二
百
九
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
裁
判
所
職
員
、
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二

九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
裁
判
所
職
員
、
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
会
職
員
及
び
自
衛
隊
法
（
昭
和
二

八
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
会
職
員
及
び
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
に
つ
い
て
は
、

律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
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適
用
し
な
い
。

い
。



雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

衆議院 厚生労働委員会 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

一 六十五歳までの高年齢者雇用確保措置が全ての企業において確実に実施されるよう事

業主に対する周知を強化するとともに、違反事業主に対する指導等を通じて、六十五歳ま

での希望者全員の雇用確保が図られるように努めること。 

 

二 事業主が複数の高年齢者就業確保措置を講ずる場合において、個々の労働者の意思を

十分に尊重することを指針等で明確にし、その周知徹底を図ること。 

 

三 創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護などが図られないこと

から、以下の事項を指針等で明確にすることを検討し、その周知徹底を図ること。 

 

１ 事業主は、当該措置を選択する理由を書面等により過半数労働組合又は過半数代表

者に十分に説明すること及び当該措置を適用する労働者に対しても丁寧に説明し納得

を得る努力をすることが重要であること。 

 

２ 事業主が当該措置のみを講ずる場合は、過半数労働組合等の同意が必要であること。

また、継続雇用制度の導入に加えて当該措置を講ずる場合であっても、過半数労働組合

等の同意を得ることが望ましいこと。 

 

３ 当該措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事する場合における

労働契約法に規定する安全配慮義務の内容も勘案しつつ、委託業務の内容・性格等に応

じた配慮を当該措置を講ずる事業主が行うことが望ましいこと。 

 

４ 高年齢者雇用安定法の改正の趣旨が七十歳までの雇用・就業機会の確保であること

を踏まえ、当該措置を講ずる事業主は、七十歳まで継続的に労働者を支援することが求

められること。 

 

四 創業支援等措置による就業について、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド

ライン」を参考とするよう周知・広報すること。また、就業する者が被災したことを把握

した場合は、当該措置を講ずる事業主が厚生労働大臣に報告することを検討することと

し、同種の災害の再発を防止するための対策の検討に当該報告を活用すること。 

 

WHWTT
テキスト ボックス
（抄）

HMHKO
テキスト ボックス
資料８－３



 

十三 労災保険の複数事業者に係る改正事項を確実に実施するとともに、特別加入制度に

ついて、働き方が多様化し、雇用類似の働き方も拡大していることから、労働者に準じて

保護することがふさわしいとみなされる者の加入促進を図るため、制度の周知・広報を積

極的に行うこと。また、社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等につい

て、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。 

 

十四 大企業における中途採用比率の公表に当たっては、企業の実態や入社後のキャリア

パスなどの情報も中途採用を目指す労働者にとって有益であることから、様々な情報を

総合的に公表しやすくするための支援を検討すること。 

WHWTT
四角形



WHWTT
テキスト ボックス
（抄）

HMHKO
テキスト ボックス
資料８－４
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四角形



HMHKO
テキスト ボックス
資料８－５
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四角形

WHWTT
テキスト ボックス
（抄）
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